
【物件番号 ６-１】 

物件調書
所   在 地目 面積（㎡） 

磐田市白羽字宮海道 328番１ 雑種地 302 86 



【物件番号 ６-１】 

物 件 調 書 
①土地の表示 磐田市白羽字宮海道 328 番１ 

②最低売却価格 ８，２４０，０００円 

③㎡当たり単価 約２７，２０８円 

④地目 登 記 地 目 雑種地 現   況 更  地 

⑤地積 登 記 面 積 302.00 ㎡ 実 測 面 積 302.86 ㎡ 

⑥地積の確定 □ 登記簿面積による       ■ 実測面積による 

⑦測量図 □ 確定測量図（隣接する全ての土地の境界確定（立会）の成果に基づく測量図） 

■ 地積測量図（分筆登記等の申請図書として法務局に保管されている測量図） 

□ その他測量図（確定測量図、地積測量図以外の測量成果に基づく測量図） 

□ 測量図なし 

⑧法規制等 都市計画区域 磐田市都市計画区域 建 ぺ い 率 80％ 

用 途 地 域 近隣商業地域 容 積 率 200％ 

地 区 計 画 国道 150 号沿道地区計画 最低敷地面積 －  

・その他の地域地区：居住誘導区域 

・関係する法令や条例等により、許認可や規制がかかる場合があります。事前に関係機

関へ必ず確認してください。 

〈問合せ先〉用途地域・開発・土地利用 磐田市 都市計画課 ☎ 0538-37-4935 

      建築確認         磐田市 建築住宅課 ☎ 0538-37-4899 

⑨接面道路 東 側 －  幅員： － 間口： － 

西 側 －  幅員： － 間口： － 

南 側 － 幅員： － 間口： － 

北 側 （市道）白羽６号線 幅員： 約 5.0 m 間口： 約 23.5 m

⑩供給・処理施設 項 目 施 設 引込 連  絡  先 

飲 料 水 上水道 無 磐田市上下水道総務課 ☎0538-58-3086 

汚水・雑排水 公共下水道 無 磐田市上下水道総務課 ☎0538-58-3086 

雨 水 道路側溝 － 磐田市道路河川課   ☎0538-37-4808 

ガ ス －  － 中部ガス浜松支店   ☎053-462-9323 

電 気 －  無 中部電力㈱磐田営業所 ☎0120-985-241 

・各施設の設置や移設、使用に係る協議及び申請は、買受人が行ってください。 

・加入金、負担金や工事費などが発生した場合は、買受人の負担とします。 

⑪水道本管の敷設

状況 

東 側 道 路 内   － φ 北 側 道 路 内 30φ

西 側 道 路 内  － φ 南 側 道 路 内 － φ

・水道加入金未加入 

・上下水道総務課との給水協議が必要になりますので、事前に確認してください。 



※この物件調書は、物件の概要を把握するための参考資料であり、宅地建物取引業法第 35条規定する重要事項

説明書ではありません。必ず必要事項についての調査と現地の確認をしてください。 

⑫下水道本管の敷

設状況 

東 側 道 路 内  － φ 北 側 道 路 内  － φ

西 側 道 路 内  － φ 南 側 道 路 内  － φ

・下水道負担金納付済み 

・上下水道総務課との協議が必要になりますので、事前に確認してください。 

⑬ガス管の 

敷設状況 

東 側 道 路 内  － ㎜ 北 側 道 路 内  － ㎜

西 側 道 路 内  － ㎜ 南 側 道 路 内  － ㎜

⑭敷地内の 

 電柱、電線等 

項 目 数 量 等 連  絡  先 

中 電 柱 電柱 1本、支線２本 中部電力㈱磐田営業所 ☎0120-985-241 

ＮＴＴ柱 －  ＮＴＴ西日本掛川支店 ☎0537-24-9951 

道路標識 －  磐田警察署交通課規制係 ☎0538-37-0110（代）

ｶ-ﾌﾞﾐﾗ- －  磐田市道路河川課   ☎0538-37-4808 

・購入後に電柱について設置者と賃貸借契約を締結する必要があります。なお、移設や

撤去を希望する場合は、設置者との協議が別途必要となります。 

・移設に係る費用等が必要な場合は、買受人の負担とします。 

⑮交通機関 

 （道程距離） 

鉄 道 （ＪＲ東海道本線） 豊田町駅        約５．２ km 

バ ス （遠鉄バス）    竜洋西小学校バス停   約０．１ km 

⑯主な公共施設 

 （直線距離） 

 磐田市役所竜洋支所         約１．４１ km 

 磐田市立竜洋西小学校        約０．１９ km 

 磐田市立竜洋中学校         約１．３５ km 

 磐田市竜洋図書館          約１．４３ km 

⑰引渡し条件 物件は、現状有姿のままで引渡します。 

・土質、地盤、地下埋設物等の調査は実施していません。 

・量水器ボックスや給排水管等が残っていた場合の撤去費用は、買受人の負担とします。

・敷地内の土留擁壁、雨水排水溝等の残置工作物の撤去費用は、買受人の負担とします。

・敷地の柵の撤去及び撤去費用は、買受人の負担とします。 

・敷地内の看板については、設置者と別途協議のうえ撤去するものとします。撤去費用

は、設置者の負担とします。 

⑱その他 ・物件調書の記載事項が現状と異なる場合は現状が優先します。 

・水道、下水道の協議によって、費用が発生する場合は買受人の負担になります。必ず事

前に確認をしてから申込みをしてください。 



【物件番号 ６-１】 

所在：磐田市白羽字宮海道 328 番１ 


